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現在では、多くの事業者等で消費者対応部門である「お客様窓口」が設けられています。
しかし、商品・サービスの高度化・多様化や高齢の消費者からの問い合わせの増加などに伴
い、消費者対応は複雑化の一途を辿っています。
消費者対応部門は消費者と各事業者等の接点であり、コミュニケーションの貴重な機会で

もあります。消費者からいただいたご意見やご要望は、事業者等にとって重要な情報である
ことが少なくありません。ご意見やご要望を、まずは消費者からの「贈り物」だと捉え、そ
れを事業者等において商品・サービスの改善に活用する仕組みが重要となります。

商品・サービスに対して不満を感じた際、事業者等の窓口に不満を申し出る消費者
は限られています。不満を感じた消費者の多くは、その事業者等から離れてしまいま
す。そうならないために、事業者等の連絡先（コールセンターや相談室、ホーム
ページ、SNSなど）を明示するなど、まずは「お客様窓口」を明確化し、ご意見

・ご要望をお申し出いただきやすい環境を整えておく必要があります。

消費者からお申し出を受け付けたら、その内容を的確に把握し、迅速に対応する
ことが求められます。そのためには、話をよく聴き、気持ちを理解できること、つ
まりコミュニケーションスキルが大変重要となります。消費者対応の担当者に対し、
各事業者内で教育・研修、情報共有を定期的に行い、コミュニケーションスキルの
向上やさらなる効率化に向けた仕組みづくりも必要です。また、定期的に担当者の

評価等を行い、継続的に対応改善を図る努力も求められます。

まず、ご指摘にいたった根本的な原因を探ることが重要です。し
っかりと原因究明しておかないと、再び同じご指摘を受けてしまう
可能性があります。寄せられた消費者の声を、適切な部署に迅速に

情報連携できる仕組みづくりも求められます。

原因が判明した後、再発防止や未然防止に向けて改善を行うこと
が大切です。また、消費者からの様々なお申し出から将来発生しそ
うなご指摘事項を予測し、未然防止に向けて改善を行うことが求め
られるとともに、多様なニーズに応えるべく、新しい商品・サービ
スの開発に取り組むことも重要です。

迅速かつ的確なご指摘対応

消費者から積極的にご意見･ご要望が寄せられる環境づくり

原因究明へ向けた取組み

再発防止･未然防止に向けた改善と取組み

!
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消費者からご意見やご要望等のお申し出があったときに、
求められる事業者等の対応についてまとめました。



「消費者志向経営」の６本の取り組みの柱に、「消費者への情報提供の充実と双方向の
情報交換」、「消費者や社会の要望を踏まえた改善・開発」があります。消費者が商品
やサービスを正しく選択できるよう、事業者等は消費者にとっての不利益事項も含め、
積極的に明確でわかりやすい情報提供をしていく必要があります。また、事業者等が消
費者の声を真摯に受け止め、問題の再発防止・未然防止に向けて適切な対応をすること
により、不適正な取引・表示、安全性を欠く商品やサービスが改善され、消費者・事業
者の連携・協働によって、良質で安全な商品・サービスが増え、安全・安心に暮らすこ
とができる消費者市民社会の実現につながるのです。

＜事例①＞事業者等が消費者の声を活かして
商品・サービスの改善を実施した事例

・1990年代から、シャンプー容器にギザギザ状の触覚記号を入れてリン
スと識別できる工夫が施されており、これは日本工業規格（JIS）や国際
標準規格（ISO）にも収載されています。
・視覚障がい者の団体などから業界団体に対して、「シャンプーとリン

スの区別と同様に、全身洗浄料についても、浴室の同じようなところに置くシャンプー
やリンスと識別できるようにしてほしい」との要望があったため、業界団体が主導し、
全身洗浄料についても同様に、「一直線状の触覚記号」（通称：ライン）を付加する
ことを推奨した規定がJISに追加されました。
・上記のJISの改正に呼応して、全身洗浄料の容器に「一直線状の触覚記号」をつけまし
た。

(1)業種：化学
触覚記号の「ライン」を入れ、全身洗浄料を識別しやすくしました。

(2)業種：損害保険
カスタマーセンターの混雑状況を表示しました。

シャンプーとリンスの区別と同様に、全身洗浄料についても浴室の同じ
ようなところに置くシャンプーやリンスと識別できるようにしてほしい。消費者の声

カスタマーセンターに連絡してもつながらないことがあるので、混雑状
況がわかるようにしてほしい。消費者の声

カスタマーセンター
0120-×××-×××

受付時間：平日 ●時～●時
土日祝日 ●時～●時

ただいま、やや混み合っており
お待たせすることがあります。

カスタマーセンター
0120-×××-×××

受付時間：平日 ●時～●時
土日祝日 ●時～●時

ただいま、順番に
おつなぎしております。

・公式ウェブサイト「お問合せ」ページのカスタマーセンターの電話番
号表示エリアに、各カスタマーセンターの混雑状況を天気マークととも
に表示しました。

改善内容

改善内容



＜事例②＞過剰な要求等への対応

私は昔、一流事業者等に勤めていた。
今は定年退職したが、おたくの商品について改善提案をしたい。
おたくの商品の△△が使いにくいから、□□に改善するべきだ。
せっかく提案してもどこの会社でも「ご提案ありがとうございました」で
済まされてしまって、本当に検討したかもわからない。責任者の名前で、
どう検討して、いつ改善するのか報告書を送ってくれ。

ご提案をいただきまして、ありがとうございます。
△△が使いにくいから、□□に改善するべきということでございますね。
ご提案内容は関係部門へ申し伝え、改めてご連絡いたします。

最近では、顧客による過剰な要求等が発生しています。こういった申し出に
対して、事業者等はどのような対応をすればいいでしょうか。

●「自分がみんなの声を代弁して伝えている」、「聞いて欲しい」という思い
が強い傾向にあるので、とにかくまずは聞き役に徹しましょう。
●相手がどこまで望んでいるかを聞き出し、事業者等で
できる範囲で対応します。

●事業者・事業者団体で出来ること、出来ないことを、
はっきりと丁寧な言葉で伝えしましょう。

●出来ること、出来ないことを個々の事業者で整理するだけで
なく、事業者団体として、整理・周知することも時には必要です。

〇公的機関等、第三者機関へ持ち込むとのお申し出があった場合は、消費者の意思にお
任せし、強引に引き止めたり、説得したりしないようにしましょう（無理に止めると、

不信感につながる恐れがあります）。
〇意図的な悪質行為（犯罪行為）等、消費者の自己中心的で
理不尽な要求に対しては、事業者・事業者団体で毅然とした
対応を取ることが必要です。

※電話応対の基礎知識や具体的な事例での対応ポイント等については、例えば次の「お客様対応マ
ニュアル（一般社団法人日本ヒーブ協議会）」が参考になります。

http://www.heib.gr.jp/wordpress/wp-content/uploads/files/about_us/pdf/taiou_vol.6.pdf

【消費者からの相談事項】

【対応例】
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